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１．はじめに

　リーマンショックを契機に、世界経済に金融部門が

与える影響が従来以上に注目されるようになってき

た。特に近年は、法人企業と世界経済というマクロベ

ースの視点だけではなく、家計や個人が金融不安の引

き金を引くことを防止することの重要性にも大きな関

心が払われている。またこうした動きは、各国での独

自の取組みにとどまらず、世界全体での協調した取組

みをも促している。

　例えば、２０１２年６月のG２０ロスカボス・サミット

では『金融教育のための国家戦略に関するハイレベル
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 要　旨 

  The impact of the financial sector on the global economy has come under 
greater scrutiny than in the past, with new attention spurred by the collapse of 
Lehman Brothers. In recent years in particular, there has also been considerable 
interest in the importance of preventing household fi nances and individuals from 
touching off financial uncertainty. Amid these global trends, in Japan the 
Emergency Economic Measures for the Revitalization of the Japanese Economy, 
which were announced by the Cabinet on January 11, 2013, incorporated 
promotion of financial and economic education. Concrete measures to promote 
fi nancial education are being examined and implemented, primarily by the Financial 
Services Agency and the Central Council for Financial Services Information. 
Though “financial education” is but a single phrase, there is a tendency for 
discussions of financial education to be sweeping and general because the 
learners are diverse, ranging from students to older adults. Therefore, this paper 
will focus primarily on university students as the recipients of fi nancial education 
and consider the kind of subject matter through which fi nancial education should 
be provided, making a concrete proposal in order to solve problems.
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原則』が承認され、以下のような声明文が公表されて

いる。

　「金融教育に関し、我々は、金融教育のための国家

戦略に関するOECD/INFEハイレベル原則を承認し、

OECD及び世界銀行に対し、金融包摂に関するグロー

バル・パートナーシップ（GPFI）と協力して、金融

教育を推進するための更なるツールを提供し、次回サ

ミットに進捗報告書を提出するように求める
1）

」。

　こうした世界的な動向を踏まえ、わが国において

も、２０１３年１月１１日に閣議決定された「日本経済再

生に向けた緊急経済対策」の中で「金融経済教育の推

進」が盛り込まれており
2）

、金融庁や金融広報中央委員

会等が中心となって、金融教育の具体的な推進策の検

討、実施が行われている。

　実は、金融教育の取組み自体は、リーマンショック

等の起きるずっと以前から、わが国においても行われ

ていた。ただ、従来の取組みが、各団体の利害のもと

にバラバラに行われていたために、金融教育の総量の

点はともかく、非効率性が問題視されていた。またこ

のような事情のために、丹治（２０１４b）が指摘してい

るように、金融教育は往々にして金融制度・商品等の

知識中心の教育となりがちで、これが金融教育は「難

しいもの」とか「業者の販売戦略」との印象、誤解の

一因にもなっている。

　ただし、金融教育のこのような非効率性、不統一性

は、実施団体の足並みが揃わないためばかりではな

い。ひと口に“金融教育”と言っても、その対象（教

育を受ける者）は学生から高齢者まで広範囲に亘って

おり、しかもそれらの各層に対しても、効果的な資金

の運用や投資といった金融商品の選択に関する側面

と、誤った（不適切な）調達をしないための注意とい

った自己防衛とも言える側面の両面があることから、

金融教育についての議論が総花的、一般的なものにな

りがちである。そこで本稿では、「金融教育の対象を

大学生に絞り」、「彼らに対してどのような内容での金

融教育が行われるべきであるか」を中心に、検討を進

めていくこととしたい。

　現在の金融教育においては、山本（２０１２）のよう

に、大学生に対する教育が欠落しているという指摘が

　大学における金融教育が困難である理由のひとつと

して、大学生が「学生」という側面と「社会人」とい

う側面の両方を有していることがあると思われる。

　金融教育において大学生は、学生でありながら高校

生までとは異なり、社会人グループのスタートとして

も位置付けられている。一般に大学生は大人扱いされ

ることが多いが、単に社会的にそのように見做される

だけでなく、在学中に２０歳を超えれば法律上も明確

に責任を問われる。また、学生でありながら、大学生

は金銭取引の主体となることも多く、知識不足や不注

意等が原因で、金融詐欺取引等の被害者になるケース

も多い。この点については、各大学共に、再三に亘っ

て学生に注意を促しているところである。

　このような観点から言っても、大学生に対して実施

すべき金融教育は、小・中・高等学校におけるような

啓蒙的・知識習得型のものだけでは不十分であり、現

実の金融取引にもある程度活かせるような、実践的な

ノウハウを含んだものでなければならない。

　しかしながら、もちろん必ずしもすべての大学生

が、現実的に資産運用や借入れを行うわけではないの

で、金融教育の担い手、例えば金融機関の立場から見

れば、大学において金融教育を実施することのインセ

ンティブを明確に位置付けることが困難であることが

考えられる。高等学校以下での金融教育も、もちろん

金融機関にとっては当座の利益はないが、企業の社会

的責任（CSR）の観点から、その意義を見出すことも

できよう。しかし、もし大学生に対して本格的な金融

教育を行おうとすれば、その負担は単にCSRとしての

意味づけだけでは片づけにくいと思われる。

　また後述するように、金融教育はライフプラン形成

等を含んだキャリア教育と切り離して考えるべきでは

ないにもかかわらず、大学における現行のキャリア教

育は“就職対策”の側面が圧倒的に強く、金融教育の

視点は乏しい。この点の見直しも必要であろう。

　誤解のないように付け加えれば、資産の効果的な運

用という観点からの金融教育が、大学生にとって全く

不要であるということではない。特に、近年、導入が

増加している確定拠出年金における商品選択が、その

失敗がライフプランに大きな影響を及ぼしかねない一

大事であることを考えれば、入社前の大学在学期間中

に、個別の商品内容の理解までは不要としても、リス

ある
3）

。もちろんこれまでにも、大学において金融教育

が全く行われていないというわけではない。例えば岡

崎（２０１２）は、大学における金融教育のニーズを２つ

に整理している。ひとつは大学生自身のための金融教

育であり、もうひとつは教職を目指す学生のための金

融教育である。わかりやすく言えば、前者は大学生が

自分自身を守るために必要な金融教育であり、後者は

大学生が将来教職についた際に、生徒に適切な金融教

育を施すことができるようにするための金融教育であ

る。ただ、後者は大学生の中でも対象が限定されてい

るので、前者に絞って考えてみると、表１の金融庁資

料に示すように、各種金融団体等と連携しながら、現

状でも確かに大学生に対する金融教育が一部では行わ

れている。しかし、単発的な外部講師による講義では

限界があるし、内容的にも一部の学生を対象とした、

総花的な知識習得、啓蒙レベルにとどまっているので

はないかと懸念される。

クに関する基本的な理解を深めておくことは不可欠で

あろう。ただし、大学における金融教育全体の中での

位置づけは、相対的に低いものと考える。

　以上のような問題認識を踏まえつつ、以下、考察を

進めていきたい。

　本論文の構成は、以下の通りである。

　第２章では、国内外において金融教育が重視される

ことになった背景と流れを概観し、特にわが国におけ

るこれまでの取組みについて整理する。

　第３章では、本稿の対象とする分野における先行研

究の整理を行う。第２章で金融教育について概観する

前に金融教育についての先行研究の整理をすべきとい

う考え方もあろうが、本稿でも再三述べるように、金

融教育の定義や対象は多岐に亘っており、対象をある

程度絞って考えずに先行研究を網羅的に概観しても意

味がない。したがって、本稿の順の構成とした。

　第４章では、多くの大学生が借入れを行っている日

本学生支援機構の奨学金について、アンケートから判

明した具体的な情報に基づいて、その問題点及びそれ

を踏まえた大学での金融教育についての提案を行う。

　最終章においては、まとめと今後の課題について述

べる。

２．金融教育に関する国内外のこれまでの取組み

　わが国では、１９５２年に創設された「貯蓄増強中央

委員会（現在の金融広報中央委員会）」を中心に、各

種団体によって長年に亘りいわゆる金融教育が実施さ

れてきたが、国全体を挙げての本格的な取組みという

観点からは、ペイオフが解禁となった２００５年が「金

融教育元年」と位置付けられている
4）

。本稿でも既に述

べているように、ひと口に“金融教育”と言っても

「どのような対象者に」「どのような教育を行ってい

くか」は多岐に亘っており、それらのそれぞれについ

て、これまでにどのような取組みが行われてきたかを

詳細に述べることは煩雑になり過ぎるため、以下、簡

単にそのポイントのみを確認する。

　２０１２年６月のG２０サミットにおいて、OECD作成の

「金融教育のための国家戦略に関するハイレベル原

表１　大学等における取組み

○慶應義塾大学法科大学院「金融論」２０１４年度春学期
○東京家政学院大学「生活設計論」平成２６年度前期
○大阪教育大学「消費者教育論」平成２６年度前期
　・５/２９　金融取引の素養について（全国銀行協会）
○山梨大学「消費生活論」平成２６年度上期
　・７/４　資産形成商品について（日本証券業協会）
　・７/１１　金融分野共通について（全国銀行協会）
○椙山女学園大学「社会」平成２６年度上期
　・７/９・１０　株式会社の設立・経営について（日本
証券業協会）

○関西学院大学「資本市場の役割と証券投資」平成
２６年度上期
　※野村證券提供講座
　・５/２７　金融経済教育への取組み（金融庁）
　・６/１０　NISAを知る（日本証券業協会）
　・６/１７　クレジットカード・住宅ローンを知る
　　（全国銀行協会）
　・６/２４　生命保険を知る（生命保険文化センター）

〔参考〕日本金融学会
５/２４　特別セッション　テーマ：金融経済教育と金
融リテラシー
１０/１９　テーマ：次世代へ金融経済教育はどう変わ
るべきか

出所：金融経済教育推進会議（第３回）金融庁配布資料
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則」が承認された。わが国では同年１１月に、金融庁

が「金融経済教育研究会（以下、研究会）」を設置

し、７回の審議を経て、翌２０１３年４月に研究会は報告

書を公表した。

　研究会が金融庁の統轄の下で、有識者、関係省庁、

関係団体を横断的にメンバーとしたことは、それまで

のバラバラな活動の非効率性を改善するものとして評

価できる。本稿でその報告書の詳細にまで立ち入るこ

とは紙幅の関係で困難であるが、注目すべき指摘がい

くつかあるので、それらについて簡単に触れておきた

い。

　まず、同報告書は金融経済教育の意義・目的を、

（１）生活スキルとしての金融リテラシー、（２）健全

で質の高い金融商品の供給を促す金融リテラシー、

（３）我が国の家計金融資産の有効活用につながる金

融リテラシー、の３つに整理している。（１）と（２）

の違いがややわかりにくいが、筆者なりに整理する

と、（１）はどちらかというと自己防衛の側面、（２）

は需要者として金融機関に良質の金融商品提供を求め

る攻めの側面、と言える。（３）は、利用者の側から

見れば資産の有効活用に資するため、ということにな

ろうが、国家的な見地から見れば、現行、多くが預貯

金で運用されている個人の金融資産を債券や株式にい

かに取り込んでいくか、という狙いが込められていよ

う。

　報告書は、こうした金融教育の意義・目的に対し

て、従来の取組みを時系列的に整理した上で、今後の

金融経済教育の進め方として、（１）身に付けるべき

金融リテラシー、（２）金融経済教育の対象者、（３）

各分野の取組み内容、の順で提言を行っている。

　このうち、（１）の身に付けるべき金融リテラシー

の中で、まず①「金融リテラシーにおける行動面の重

視」を掲げている点に注目したい。

　米国では、オバマ政権発足から１年後の２０１０年１月

２９日に、「金融リテラシーに関する大統領諮問委員

会」を「金融ケイパビリティ（capability）に関する大

統領諮問委員会
5）

」に名称変更する大統領令が発表され

た。当該大統領令では「金融ケイパビリティとは、知

識とスキルとアクセスに基づいて金融資源を効果的に

管理する能力である。（中略）金融ケイパビリティ

は、個人に、情報を選択し、落とし穴を避け、どこに

金融教育に対する取組みの強化を図った。例えば全国

銀行協会は、２０１３年１０月の理事会において、金融経

済教育における今後３年間の具体的な対応方針を取り

まとめた。この対応方針は（１）取組み目的等、と

（２）対象層別の重点テーマと主な施策に大別されて

いるが、後者において、特に大学生、社会人、高齢者

等に対する取組みの強化を図ったことが特徴として挙

げられる
8）

。その中で「大学生・社会人の重点テーマ」

として掲げられているものを見ると、「社会生活上必

要とされる金融リテラシーの習得（生活設計の必要性

に対する理解向上、金融商品・金融取引に関する知識

助けを求めにいったらよいかを知り、現状を改善し長

期的な金融面での暮らしを改善するための行動を取る

力を与える」とされている
6）

。わが国の委員会の報告書

の“行動面の重視”は、こうした流れに沿ったものと

言えよう。本稿では、かかる視点に基づき、大学生に

対する貸与奨学金を対象とした金融教育の重要性につ

いて、第４章で詳細に分析していくこととする。

　次いで、②最低限習得すべき金融リテラシーへのフ

ォーカス化、の重要性が指摘され、具体的な項目とし

て表２に示すように、（a）家計管理、（b）生活設計、

（c）金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融

商品の利用選択、（d）外部の知見の適切な活用、の４

分野・１５項目が示された。それぞれの項目について

具体的に考察するのは紙幅の関係から困難であるた

め、ここでは以上の説明にとどめ、大学生にとって特

に重要と考えられる項目については、これも第４章で

詳述することとしたい。

　さらに、同報告書は③として体系的な教育内容のス

タンダードの確立、の必要性を指摘したが、小・中・

高等学校段階や社会人・高齢者段階における推進につ

いては具体的に述べられているのに対し、大学におけ

るそれについては具体性を欠いており
7）

、このあたりに

も大学における金融教育の課題を垣間見ることができ

る。

　上記報告書を踏まえ、２０１３年６月には金融広報中

央委員会を事務局とした「金融経済教育推進会議」が

設置された。同会議は、前記の「最低限習得すべき金

融リテラシー」を具体化し、年代別にどのような順序

で教えるべきかを整理・体系化した“マップ”を作成

した。この“マップ”は「最低限習得すべき金融リテ

ラシー」について、習得に必要な知識やノウハウを項

目別（８分類）、年齢別（小学校低学年から高齢者ま

での９分類）にマッピングしたもので、国民が各年齢

層で修得すべき標準的内容を明確化した。

　２０１３年９月のG２０サミットに提出されたOECD報告

書において、金融庁の前記報告書と金融広報中央委員

会が作成した「金融教育プログラム」が国家戦略とし

て採択された。

　こうした金融当局主導の動きに対して、金融団体も

の向上、多重債務問題への理解）」等となっている

が、大学生と社会人は金融取引の経験も頻度も異なる

ため、一括りにして論じるのは無理があるように思わ

れる。

　また、金融教育が消費者教育と連携するものとして

位置付けられたのも、近年の特色である。２０１２年に

「消費者教育の推進に関する法律」が成立、施行され

たが、同法を受けて策定された「消費者教育の推進に

関する基本方針」（２０１３年６月閣議決定）では「金融

リテラシーは消費者教育の重要な要素であることか

ら、金融経済教育の内容を消費者教育の内容に盛り込

１.家計管理 【項目１】適切な収支管理（赤字解消・黒字確保）の習慣化

２.生活設計
【項目２】ライフプランの明確化及びライフプランを踏まえた資金の確保の必要性の理

解

３.金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択
【金融取引の基本としての素養】

【項目３】契約にかかる基本的な姿勢の習慣化

【項目４】情報の入手先や契約の相手方である業者が信頼できる者であるかどうかの確
認の習慣化

【項目５】インターネット取引は利便性が高い一方、対面取引の場合とは異なる注意点
があることの理解

【金融分野共通】

【項目６】金融経済教育において基礎となる重要な事項（金利（単利、複利）、インフ
レ、デフレ、為替、リスク・リターン等）や金融経済情勢に応じた金融商品
の利用選択についての理解

【項目７】取引の実質的なコスト（価格）について把握することの重要性の理解

【保険商品】

【項目８】自分にとって保険でカバーすべき事象（死亡・疾病・火災等）が何かの理解

【項目９】カバーすべき事象発現時の経済的保障の必要額の理解

【ローン・クレジット】

【項目１０】住宅ローンを組む際の留意点の理解
①無理のない借入限度額の設定、返済計画を立てることの重要性
②返済を困難とする諸事情の発生への備えの重要性

【項目１１】無計画・無謀なカードローン等やクレジットカードの利用を行わないこと
の習慣化

【資産形成商品】

【項目１２】人によってリスク許容度は異なるが、仮により高いリターンを得ようとす
る場合には、より高いリスクを伴うことの理解

【項目１３】資産形成における分散（運用資産の分散、投資時期の分散）の効果の理解

【項目１４】資産形成における長期運用の効果の理解

４.外部の知見の適切な活用

【項目１５】金融商品を利用するにあたり、外部の知見を適切に活用する必要性の理解

表２　最低限身に付けるべき金融リテラシーの４分野・１５項目

出所：金融経済教育研究会報告書
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むとともに、金融経済教育と連携した消費者教育を推

進することが重要である」と明記されている。

　最後に、学校における金融教育に関連するものとし

て、学習指導要領の改訂についても触れておきたい。

２００８年には小・中学校、２００９年には高等学校の学習

指導要領がそれぞれ改訂され、その中で金融経済教育

に関する内容の充実が図られている。これらの新学習

指導要領は、平成２３年（２０１１年）度以降、順次実施

されている。内容の充実が図られたポイントは、中学

校社会科における「直接金融や間接金融等の金融の仕

組みや働き」、高等学校家庭科における「消費生活と

生涯を見通した経済の計画」「生涯の生活設計」等で

ある
9）

。いずれも興味深い内容ではあるが、本稿の研究

対象からは離れるので、ここまでの記述に留める。

　

３．先行研究

　再三に亘って述べているように、金融教育という用

語の定義や対象が広範囲に亘るため、表題に“金融教

育”という言葉があっても、研究の対象は一様ではな

い。また、“金融リテラシー”という言葉を使って、

同様の分野の研究や論考を行っている例もある。対象

者も、小学生や中学生から高齢者に至るまで幅広く、

さらには金融の“利用者側”だけでなく“金融機関の

職員”の金融リテラシーについて中心的に検討してい

るものもある
10）

。そこで、ここでは本稿が対象とする大

学生向けの金融教育に関連するものに絞って、概観・

整理することとしたい。

　本稿執筆時点での最新の研究のひとつである大藪・

奥田（２０１４）は、いわゆる“金融教育”についての、

以上のような広範な定義や対象について整理した後

で、“金融や投資そのものを主に扱うのではなく、それ

らの知識を得た個人がどのようなライフスタイルを選

択するのかを決定し、生涯の生活設計を意思決定でき

るようにするための経済教育”を対象として、論考を

進めている。この点では本稿の問題認識にも近いが、

実際の研究の内容が小・中・高校生を対象としたアン

ケートの分析である点で、本稿とは異なっている。

　既に述べたように、山本（２０１２）は、金融教育の

歴史の中で特に大学生に対する教育がエア・ポケット

のように抜け落ちていることを指摘している。

たが、借入金等については抽象的な質問が中心で、必

ずしも対象者の現実的な判断を確認するまでには至っ

ていない。

　藤野（２０１４）は研究対象を大学生に絞り、日本・

台湾・中国において行ったアンケート結果に基づい

て、各国の大学生の金融知識に対する自己評価や金融

行動の分析を行っている。同研究の結果、この３国間

では日本の大学生の金融教育への認知度が低く、特に

家庭で教育を受けた認識が低いことが指摘されてい

る。なお、同研究の中で藤野は、金融教育の意義とし

てミクロとマクロの視点があると整理している。ミク

ロの視点で各々の消費者の金融リテラシーと自己責任

について注目する一方、マクロの視点は金融リテラシ

ーの向上により、個人金融資産を国全体としていかに

活用していくかという視点である。

　海外における金融教育について研究したものとして

は、例えば田中（２０１４）や野村（２０１４）がある。田

中（２０１４）は英国における公的金融教育機関である

MAS（Money Advice Service）の運営を巡る議論につ

いて概観したものであり、野村（２０１４）はオースト

ラリアが掲げる「国家金融リテラシー戦略」の中で学

校教育が果たすべき役割について述べたものである。

４．日本学生支援機構の貸与奨学金を通じての課

題考察および大学における金融教育の新たな

提案

　本章では、独立行政法人・日本学生支援機構（以

下、JASSO）の貸与奨学金の情報を基に、まず、その

問題点の考察を進めていきたい。

４．１　本奨学金を考察の対象とする理由

　最初に、本稿でJASSO貸与奨学金を対象にして大学

生に対する金融教育を考察する理由について述べてお

く。

　前述した通り、近年の内外の金融教育においては、

従来の“金融リテラシー”の習得から、“金融ケイパ

ビリティ”を身に付けることに、重点がシフトしてい

る。従来、大学で一般に行われてきた金融教育は座学

中心の知識習得型のものが少なくなかった。この点で

は、“金融リテラシー”習得志向と言えよう。あるい

　先行研究を大学生を対象にしたものに絞ると、それ

らは「金融知識の習得によって危険な取引に巻き込ま

れないような備えをし、自らの身を守ることを目的と

するもの」と、「投資に関する手法やリスクを習得す

ることにより、将来的により有利な資産運用に結び付

けることを可能とすることを目的としたもの」に大別

できる。

　例えば前者の例としては、古徳（２００６）がある。

古徳（２００６）は現代の大学生にパーソナル・ファイ

ナンス教育が必要である理由として、「消費者被害か

ら身を守るための知識獲得」と「市民として社会参加

するための意識形成」を挙げている。これをさらに具

体的に見ると、前者は学生向けローン、消費者金融で

のキャッシング、ネット決済、悪徳商法等に対する対

策であり、後者の例としては国民年金制度への加入が

挙げられている。

　他方、後者の例として村上・西村（２０１３）は、金

融初学者対象の大学の授業を通じた調査分析に基づ

き、リスクを嫌悪する者やリスクを受容できても計画

性のない者は、教育を行ってもその行動をほとんど変

化させない可能性があることを明らかにしている。そ

して、２０１１年８月の確定拠出年金法の一部改正によ

り、事業主による継続的な投資教育の実施の必要性が

明文化された中で、継続的な教育の効果により運用利

回りを改善しようという試みには、加入者のタイプに

よって限界がある可能性を示唆した。この村上・西村

（２０１３）の調査は、サンプル数が少なく、また対象

が偏っているという限界はあるものの、近年、関心が

高まっている行動経済学的な視点から見ても、興味深

い指摘と言えよう。

　北野（２０１２）は、金融教育の対象者を金融商品の

需要者側と供給者側に区分し、個々の対象に求められ

る金融リテラシーの内容を明らかにすることを試みて

いる。需要者側を所得区分で分類する一方、供給者側

を金融機関の従業員のみならず金融市場の統治者まで

広げる等、幅広い視点に立った提案が行われている

が、児童・生徒・学生を一括してキャリア教育の提案

を行っている点では、本稿の考察とは異なっている。

　山路他（２０１４）は、三重大学の２０１３年度新入生約

１,５００人に対して質問紙を配布した調査を行い、同新

入生の経済的自立が必ずしも十分でないことを確認し

は、“金融ケイパビリティ”習得志向に繋がるよう

な、事例に基づく演習形式のものであっても、その題

材が投資商品の選択等、多くの大学生にとって必ずし

も現時点で、当事者意識を持って取り組むことができ

るものではなかった。

　これに対し貸与奨学金は多くの在学生に実際に利用

されており、当事者としての感覚を持ちやすい。ま

た、大学在学中の少なからぬ借入総額を、卒業後、長

期間をかけて返済していかなければならないことか

ら、そのまま卒業後の職業選択等のキャリア・プラン

を考えることにも繋げやすい。現在、大学において行

われているキャリア教育の多くは、その大半がいわゆ

る就職活動成功のためのノウハウに絞ったものであっ

たり、長期的な視点に立ったものでも、対象とする時

期が結婚や子供の誕生から始まることが多く、卒業直

後から始まる奨学金の返済負担については、この上も

なく重要なものでありながら、案外、エア・ポケット

になっている。

　奨学金を既に利用している大学在学生にとっては、

奨学金の借入れそのものは既に始まっており、仮に金

融教育を通じて負担を理解したとしても、もちろん、

利用そのものを中止することは現実的には難しい。た

だ少なくとも、毎月借り入れる資金を無駄に使用せ

ず、計画的かつ有効な目的に費消しようというモチベ

ーションに繋げることは可能であろう。これはまさ

に、先に挙げた「最低限身に付けるべき金融リテラシ

ー１５項目（以下、本章では、１５項目）」の第１項であ

る“適切な収支管理（赤字解消・黒字確保）の習慣

化”を実践させるための第一歩と言えよう。

　また、奨学金の借入と返済は、１５項目の中の「金

融取引」であり、契約上の借入れ・返済条項をきちん

と把握することは、第３項の“契約にかかる基本的な

姿勢の習慣化”に他ならない。加えて、将来的に奨学

金の返済が困難となることが予見された時点でどのよ

うな対策を講じるかは、その後の返済に大きな影響を

及ぼす事項であるが、社会経験が未熟な新社会人が独

力でこれに対応することは容易ではない。

　さらに、景気の停滞によって、奨学金の延滞者がま

すます増加していく可能性もある。事実、米国では奨

学金の返済が困難な学生の増加が社会問題になってお

り、このような事態はわが国においても全く無関係で



10 11

城西現代政策研究　第８巻  第１号 わが国の金融教育の課題解決のために

はない。現状でも、既にJASSO内に相談窓口等が設け

られてはいるが、後記するアンケート調査でも明らか

なように、肝心の奨学金利用者の利用状況は十分とは

言えないようである。こうした状況を事前に防ぐため

にも、第１５項の「外部の知見の適切な利用」の習慣

づけが重要であろう。延滞防止の手立てを講ずること

は借入人である奨学生本人にとってはもちろん、回収

不能による国税投入を避けるという意味で、国民にと

っても大きな意味を持つ。

　日本学生支援機構（２０１４ｂ）によれば、平成２４年

度調査による大学学部（昼間部）の学生の収入総額に

占める家庭からの給付額の割合は、前回調査（平成

２２年度）に引き続き減少しており、奨学金とアルバ

イトの占める割合が増加している。このことを考えれ

ば、大学で金融資産の運用理論を学ぶことも重要では

あるが、借入金の返済の重要性についてしっかり理解

させることがより重要であり、その第一歩として奨学

金の返済について、十分な理解を持たせることが必要

であると考える。そしてさらに、将来の返済を可能に

するためには卒業後、正社員として勤務することが重

要であり、このような観点はキャリア教育という面で

４．２　JASSO奨学金の現状

　ここからは、JASSOの公表資料に基づき、同奨学金

の現在の問題点について具体的に見ていく。

　

　表４は、奨学金の種類と延滞者の割合の推移を示し

たものである。

 　表３に具体的条件を示したように、第一種奨学金は

「特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく

修学困難な者に貸与する無利息の奨学金」であり、第

二種奨学金はそれ以外の者を対象にした有利息の奨学

金である。

　表４を見ると、無延滞者については第一種と第二種

も強化されるべきであろう。

　以上のように、貸与奨学金をテーマに金融教育を行

うことは、まさに１５項目が求める、自らが主体とな

った金融取引の当事者としての自覚をスタートするこ

とに他ならないのである。

　文部科学省（２０１２）によれば、JASSOの奨学金の

貸与を同時点で受けている学生は約１２３万人で、内訳

は、第一種奨学金（無利子）３６.２万人、第二種奨学金

（有利子）８６.９万人である。第一種と第二種の奨学金

の概要は、表３の通りである。

　　奨学金の平均貸与月額は、平成２２年度実績で、

無利子５.９万円、有利子７.３万円で、平均貸与総額は

学部生で２９５.５万円、大学院生で３７８.７万円となって

いる。

　一方、返還中の者は約２９２万人で、このうち３カ月

以上の延滞者が２０.８万人となっている。返還期間は

卒業後最長２０年で、減額返還の場合や、経済困難等

による返還猶予の場合には期間が２５年まで延長され

る（減額返還・返還猶予の併用の場合には３０年）。延

滞３カ月以上で個人信用情報機関に登録され、９カ月

以上の延滞になると法的措置がとられる。

にさほど大きな差が見られないのに対し、延滞者にお

いては第一種奨学金利用者の占める比率が第二種利用

者を大きく上回り、しかも平成２４年度には、その差

が１７.５％から２０.９％と拡大傾向を示している。残念

ながら、このような奨学金の種別による調査項目がこ

れ以外には開示されていないため、データからこの理

由を探ること
11）

は困難ではあるが、繰り返しになるが、

第一種奨学金の貸与学生は学業面で少なくとも第二種

の学生よりは優れた学生のはずである。そうであれ

ば、相応の企業に正社員で就職することにより返済が

可能になると思うが、第二種の学生よりも延滞が発生

する確率が大きいのはなぜであろうか。

　奨学金申請時（認定時）は学業優秀であったが、大

区分 無利子奨学金事業 有利子奨学金事業

貸与人員 ３８万３千人 ９５万６千人

貸与月額
学生が選択

（私立大学自宅通学の場合）
３万円、５.４万円

学生が選択
（大学等の場合）
３,５,８,１０,１２万円

貸与基準

学力
・高校成績が３.５以上（１年生）
・大学成績が学部内において上位１/３以内
（２年生以上）

①平均以上の成績の学生
②特定の分野において特に優秀な能力を
有すると認められる学生
③学修意欲のある学生

家計
・９５５万円以下
【私大・４人世帯・自宅・給与所得者の場合】
・３００万円以下【所得連動返済型】

１,２０７万円以下
【私大・４人世帯・自宅・給与所得者の場合】

返還方法
・卒業後２０年以内
・卒業後一定の収入（年収３００万円）を得る
までは返還期限を猶予【所得連動返済型】

卒業後２０年以内（元利均等返還）

貸与利率 無利子

上限３％（在学中は無利子）
学生が選択（平成２４年５月現在）

利率見直し方式
（５年毎）０.３０％

利率固定方式
１.０８％

表３　奨学金の種類 表４　奨学金の種類による延滞状況

出所：文部科学省、（独）日本学生支援機構（JASSO）奨学金貸与事業の概要
p.１４奨学金貸与事業の概要（平成２４年度予算）より、一部省略

（単位：人・％）
出所：「奨学金の延滞者に関する属性調査結果」を基に筆者作成

区分

延滞者 無延滞者

平成２３年度 平成２４年度 平成２３年度 平成２４年度

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

第一種 ２,３３８ ５６.１ ２,１４８ ５５.５ ５３５ ４８.２ １,０４７ ４２.３

第二種 １,６０９ ３８.６ １,３３９ ３４.６ ４９１ ４４.３ １,０１２ ４０.９

両方 ２２２ ５.３ ３８６ １０.０ ８３ ７.５ ４１８ １６.９

計 ４,１６９ １００.０ ３,８７３ １００.０ １,１０９ １００.０ ２,４７７ １００.０

無回答 ０ ０ ９ ０

表５　返済義務をいつ知ったか

（単位：人・％）
出所：「奨学金の延滞者に関する属性調査結果」を基に筆者作成

＊平成２３年度調査ではこの回答区分なし

区分

延滞者 無延滞者

平成２３年度 平成２４年度 平成２３年度 平成２４年度

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

貸与手続きを行う前 ２,２９５ ５５.８ ２,０７３ ５４.７ １,０１３ ９０.８ ２,２４０ ９０.６

貸与手続中 ６３１ １５.４ ４７７ １２.６ ６７ ６.０ １２３ ５.０

貸与中 ２２３ ５.４ ２１９ ５.８ １７ １.５ ４８ １.９

貸与終了時 １５６ ３.８ １５０ ４.０ ３ ０.３ １３ ０.５

貸与終了後～返還開始前 １８５ ４.５ １７４ ４.６ １０ ０.９ ２０ ０.８

返還開始～督促前* ̶ ̶ １３２ ３.５ ̶　 ̶ ６ ０.２

延滞督促を受けてから ４０６ ９.９ ３０８ ８.１ １ ０.１ ４ ０.２

わからない １８３ ４.５ ２２４ ５.９ ４ ０.４ １７ ０.７

その他 ３１ ０.８ ３５ ０.９ １ ０.１ ２ ０.１

計 ４,１１０ １００.０ ３,７９２ １００.０ １,１１６ １００.０ ２,４７３ １００.０

無回答 ５９ ８１ １ ４
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学入学後も経済的な困難が続き、それを賄うべくアル

バイトの負担が増したために学業に十分な時間が取れ

ず、結果的に成績が低下して、相応の企業に正社員と

して入社することが困難になってしまったのか。ある

いは研究職等を志向したために、正社員として採用さ

れることが難しくなってしまったのか。いずれにせよ

このような対象者の場合は、「外部の知見の適切な活

用」という点での金融リテラシーを身に付けさせるこ

とにより、大きな傷を負わないように早期にフォロー

してやることがライフプランの破綻を招かないために

も必要であろう。

　表５は「返済義務をいつ知ったか」である。

　これを見ると「貸与手続きを行う前」の回答比率

が、無延滞者に比して延滞者において著しく低い。

「貸与手続中」「貸与中」を含めれば、無延滞者の場

合にはほぼ全員が返済義務を知っているのに対して、

延滞者の場合は２０％以上が、返済義務があることを

知らないという状況になっている。

　リテラシーの項目３では、「（金融商品の）契約締結

後についても、金融商品を巡る状況を定期的に確認

（年間取引報告書等の確認）することの習慣化は、金

融分野に限らず、現代の契約社会で生きていく上で当

然身に付けるべき素養である」としているが、このよ

うな「借入をしているにもかかわらず」「返済義務が

あることさえ知らない」という状況は、社会人の予備

軍である大学生の中にも、こうした金融習慣をそもそ

も全く身に付けていない者が少なくないことを示す驚

る。

　奨学金の申請に際して「だれかから勧められたか」

に対する回答を示したのが、表７と表８である。これ

らのデータは、平成２４年度調査から導入されたもの

であるため時系列の比較ができないという限界はある

が、およその傾向は把握できるものと考える。

　

　表７によれば、奨学金の申請を勧められたと答える

ものの割合は、延滞者・無延滞者共に大きな差はない

が、無延滞者の場合には「勧められなかった」との回

答が３３.２％と高いのに対し、延滞者ではこの比率が

１７.７％と低く、他方、「わからない」の回答が２２.９

％と無延滞者における１０.３％を大きく上回っている。

このことから、無延滞者においては自らの意思で主体

的に奨学金の申請を行った様子があるのに対し、延滞

者の場合は自分自身が借入れを行うという明確な意識

のないまま、奨学金の利用に至ったことが窺われる。

　

　一方、表８の「だれに奨学金の申請を勧められた

くべき情報である。このような学生が、将来の返済負

担を考えて就職先や雇用形態を検討しないことは明白

であろう。名称には“貸与”という言葉が付されてい

るものの、“奨学金”という用語に、あたかも“ギフ

ト”のような感覚を持っているのかもしれない。

　以下に示すように、延滞者の中には奨学金の借入手

続を自ら行っていない者の比率が高いことも勘案すれ

ば、「奨学金は借金」であることを、奨学生には明確

に認識させる必要がある。将来の返済が義務付けられ

ていることを知っていれば、大学在学中に受け取った

奨学金を遊興費に支出することにも、一定の歯止めが

かかることが期待できる。

　奨学金申請時の書類作成者を示したのが、表６であ

る。

　これを見ると、無延滞者の場合は「奨学生本人」と

答えている比率が５０％を超えているのに対し、延滞

者の場合にはこの比率が低く、「親」と答えている割

合が奨学生本人と同等、あるいはこれを上回ってい

る。書類記入に際しては、奨学生本人だけでは把握が

困難なデータ等もあることが考えられ、ある程度の親

の手助けが必要になることも理解できるが、書類作成

者を「本人と親等」とする回答も、無延滞者が延滞者

を上回っている。

　以上から見ると、延滞者においては、奨学生本人が

奨学金申請の具体的な手続きに直接関わっていない割

合が高く、このことが先に述べたような借入れに関す

る意識の不十分さにつながっている可能性も考えられ

か」を見ると、無延滞者の場合には親等という回答が

７５.５％と圧倒的であるのに対し、延滞者の場合には

これが４３.６％と低く、学校の先生や職員などという

回答（４６.４％）の方が、むしろ高くなっている。親、

あるいは学校の教職員のどちらの勧めが適切であるか

の判断は難しいが、少なくとも奨学生本人と日常の接

触の頻度が高く、また継続的なフォローが可能である

のは親であり、親が学生本人の奨学金利用状況を把握

していることが、延滞発生率の低さにある程度の影響

を与えていることが推定できる。

　表９は延滞者について、本人の職業と年齢との関係

を示すものである。

　年齢層全体を通じて、常勤社（職）員ほど延滞にな

る比率が低いという、ごく当然の結果を示している

が、特に２４歳までの年齢層で、延滞者に占める常勤

社員の比率の低さが顕著である。たとえ常勤社（職）

員であっても、年齢が高くなると家族を養うための金

銭的負担が増加することも想定され、延滞者の比率が

増えてくるが、一般に２４歳までであれば自分一人の

表６　奨学金申請時の書類作成者

表７　奨学金の申請を勧められたか

表８　だれに奨学金の申請を勧められたか

（単位：人・％）
出所：「奨学金の延滞者に関する属性調査結果」を基に筆者作成

（単位：人・％）
出所：平成２４年度　奨学金の延滞者に関する属性調査結果

（単位：人・％）
出所：平成２４年度　奨学金の延滞者に関する属性調査結果

区分

延滞者 無延滞者

平成２３年度 平成２４年度 平成２３年度 平成２４年度

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

奨学生本人 １,５７１ ３８.２ １,４３７ ３７.５ ５６０ ５０.１ １,４３１ ５７.９

親（または祖父母等の家族） １,４７４ ３５.８ １,４５３ ３７.９ ２２３ ２０.０ ４７４ １９.２

本人と親等 ８５２ ２０.７ ７０８ １８.５ ３０９ ２７.７ ５３２ ２１.５

わからない ２１６ ５.３ ２２９ ６.０ ２２ ２.０ ３３ １.３

その他 １４ ０.３ ７ ０.２ ３ ０.３ ３ ０.１

計 ４,１２７ １００.０ ３,８３４ １００.０ １,１１７ １００.０ ２,４７３ １００.０

無回答 ４２ ３９ ０ ４

区分
延滞者 無延滞者

人数 割合 人数 割合

勧められた ２,２６３ ５９.３ １,３９６ ５６.４

勧められなかった ６７６ １７.７ ８２２ ３３.２

わからない ８７４ ２２.９ ２５５ １０.３

計 ３,８１３ １００.０ ２,４７３ １００.０

無回答 ６０ ４

区分
延滞者 無延滞者

人数 割合 人数 割合

親（または祖父母等の家族、親戚） ９８０ ４３.６ １,０５３ ７５.５

学校の先生や職員 １,０４５ ４６.４ ２６０ １８.７

友人・知人 １９９ ８.８ ７３ ５.２

その他 ２６ １.２ ８ ０.６

計 ２,２５０ １００.０ １,３９４ １００.０

無回答 １３ ２
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生活費のみを負担していることが多いと考えられる。

　筆者自身の経験から言っても、仮に常勤社員として

就職することができても、最初の数年間は給与が低く

奨学金の返済負担は重い。例えば、地方出身で首都圏

の大学を卒業した学生が、独身寮や家賃補助制度が整

備されていない企業に就職した場合には、たとえ毎月

安定的に給与を支給されるようになっても、その額が

ある程度上昇するまでの数年間は資金面の余裕がな

い。この時期の返済を何とか乗り切ることができるか

どうかが、延滞発生を招かない最初の関門と言える。

ましてや、常勤以外の雇用で給与も低い場合には、約

定通り奨学金の返済を履行していくことが相当困難で

あろうことは、容易に想像できる。このような観点か

ら考えても、大学のキャリア教育において実効性の高

い、地に足の着いたマネープランやライフプラン教育

を実施することが重要である。

　表１０は、奨学金返済の延滞が発生した場合に、個

人信用情報機関（全国銀行個人信用情報センター）に

個人情報が登録されることを知っているかどうかを、

無延滞者に聞いたものである。現時点では延滞してい

ないとは言え、いつ延滞が発生するかがわからないと

いう点で、無延滞者であっても延滞予備軍とも考えら

れることから見れば、その半数近くが登録の可能性を

認知していないということは、危険な状態である。し

かも、「知らない」の回答に「あまり知らない」を加

えると、なんと回答者の８割近くが十分に認知してい

ない状況になっている。

　JASSOのHPによれば、返還開始後６ヶ月経過時点

で延滞３ヶ月以上の場合
12）

には、個人信用情報機関に個

人情報が登録される。続けて、同HPには“個人信用

情報機関に延滞者として登録されると、その情報を参

照した金融機関等がその人を「経済的信用が低い」と

判断することがあります。それによって、クレジット

カードが発行されなかったり、利用が止められたりす

　ここで“実効性”という表現を使ったのは、以下の

理由によるものである。前にも述べたように、大学の

キャリア教育でライフプラン設計における資金計画の

重要性を説明する場合、結婚資金や住宅取得資金の調

達が例として示されることが多いが、それらはいずれ

も学生にとっては遠い先の話であり、当事者としての

現実感覚を持ちにくい。また、正規社員と非正規社員

の生涯賃金の合計額の差を提示し、正規社員になるこ

との重要性を説くアプローチも少なくないが、これも

学生にとっては頭ではわかるものの、切実な問題とは

感じていないように感じられる。これに対し、社会に

出てすぐに始まる奨学金の返済であれば、現実的な感

覚も持ちやすく、その対応を失敗することによる生涯

への影響について説明することで、重要性を理解しや

すいのではと考えるのである。

ることがあります。そのため、各種料金（公共料金や

携帯電話等）の引落し、ショッピング（インターネッ

ト含む）やキャッシング等ができなくなることがあり

ます。また、自動車ローン及び住宅ローン等の各種ロ

ーンが組めなくなる場合があります”と書かれてい

る。一度登録された情報が、延滞中はもちろん、延滞

を解消しても返済完了の５年後まで削除されないこと

を鑑みれば、社会人にとってこのような信用情報機関

に登録されることは極力避けなければならないことで

あり、この点についても学生時代から周知徹底を図っ

ておくことが必要である。

　また、延滞に至ることを避けるためには、猶予制度

や減額返還制度があるが、これも表１１、表１２に示す

ように、認知状況はかなり低い。

　JASSO調査の最後に行われた問に対し、JASSOから

の情報提供は「十分である」と答えた回答者が約４割

となっているが（同付表は省略）、「どちらとも言えな

年齢
職業

～２４ ２５～２９ ３０～３４ ３５～３９ ４０～４４ ４５～４９ ５０～ 計
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

常勤社（職）員 ６５ ２４.１ ４４０ ３６.３ ３６７ ３９.０ ２１５ ３６.９ １５２ ３４.７ ７０ ３２.７ ３２ ２９.１ １,３４１ ３５.６ 
任期付常勤社（職）員 １２ ４.４ ９６ ７.９ ６９ ７.３ ３３ ５.７ １６ ３.７ １４ ６.５ ７ ６.４ ２４７ ６.６ 
非常勤社（職）員 ４８ １７.８ １８１ １４.９ １３１ １３.９ ８０ １３.７ ６３ １４.４ ３２ １５.０ ３３ ３０.０ ５６８ １５.１ 
派遣社員 ２５ ９.３ ８２ ６.８ ６１ ６.５ ４０ ６.９ ３５ ８.０ ５ ２.３ ５ ４.５ ２５３ ６.７ 
自営/家業 ３ １.１ ３５ ２.９ ４８ ５.１ ４５ ７.７ ５２ １１.９ ２９ １３.６ １７ １５.５ ２２９ ６.１ 
学生（留学を含む） １０ ３.７ １５ １.２ ８ ０.９ １ ０.２ １ ０.２ ０ ０.０ ０ ０.０ ３５ ０.９ 
専業主婦（夫） １５ ５.６ １０７ ８.８ ６５ ６.９ ４９ ８.４ １８ ４.１ １４ ６.５ １ ０.９ ２６９ ７.１ 
無職・失業中/休職中 ７０ ２５.９ ２１２ １７.５ １５８ １６.８ １０４ １７.９ ８６ １９.６ ４３ ２０.１ １２ １０.９ ６８５ １８.２ 

その他 ２２ ８.１ ４５ ３.７ ３４ ３.６ １５ ２.６ １５ ３.４ ７ ３.３ ３ ２.７ １４１ ３.７ 
計 ２７０ １００.０ １,２１３ １００.０ ９４１ １００.０ ５８２ １００.０ ４３８ １００.０ ２１４ １００.０ １１０ １００.０ ３,７６８ １００.０

表９　本人の職業と年齢（延滞者）

（単位：人、％）
出所：平成２４年度　奨学金の延滞者に関する属性調査結果

表１０　個人信用情報機関への登録の認知状況

（単位：人・％）
出所：平成２４年度　奨学金の延滞者に関する属性調査結果

区分

２４年度 （参考）２３年度

延滞者 無延滞者 延滞者 無延滞者

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

よく知っている ̶ ̶ ２０５ ８.４ ̶ ̶ ７７ ７.０

だいたい知っている ̶ ̶ ４６２ １８.９ ̶ ̶ １７１ １５.５

あまり知らない ̶ ̶ ６０３ ２４.６ ̶ ̶ ２６４ ２３.９

知らない ̶ ̶ １,１７８ ４８.１ ̶ ̶ ５９２ ５３.６

計 ̶ ̶ ２,４４８ １００.０ ̶ ̶ １,１０４ １００.０

無回答 ２９

表１１　猶予制度の認知状況

（単位：人・％）
出所：平成２４年度　奨学金の延滞者に関する属性調査結果

区分

２４年度 （参考）２３年度

延滞者 無延滞者 延滞者 無延滞者

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

知っている １,６３２ ４２.９ １,１６４ ４７.０ １,７７２ ４３.３ ４９０ ４３.９

知らなかった ２,１６９ ５７.１ １,３１０ ５３.０ ２,３１６ ５６.７ ６２６ ５６.１

計 ３,８０１ １００.０ ２,４７４ １００.０ ４,０８８ １００.０ １,１１６ １００.０

無回答 ７２ ３

表１２　減額返還制度の認知状況

（単位：人・％）
出所：平成２４年度　奨学金の延滞者に関する属性調査結果

区分

２４年度 （参考）２３年度

延滞者 無延滞者 延滞者 無延滞者

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

よく知っている １５６ ４.１ １３３ ５.４ １６９ ４.２ ４３ ３.９

だいたい知っている ５８７ １５.６ ７１８ ２９.２ ５８１ １４.３ ２８２ ２５.５

あまり知らない ９５８ ２５.４ ６１５ ２５.０ １,０２３ ２５.２ ３０３ ２７.３

知らない ２,０６５ ５４.８ ９９５ ４０.４ ２,２８３ ５６.３ ４８０ ４３.３

計 ３,７６６ １００.０ ２,４６１ １００.０ ４,０５６ １００.０ １,１０８ １００.０

無回答 １０７ １６
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い」との回答も同数程度あり、今後さらにさまざまな

方策を使って、貸与奨学金利用者に対する“リテラシ

ー”の向上を図っていく必要があるものと考える。

４．３　大学における金融教育への提案

　以上を踏まえて、貸与奨学金を題材とした下記概要

の金融教育を、大学のキャリア教育の中に採り入れる

ことを提案したい。

（１）金銭の借入れをすることの社会的（法的）責任

の理解

（２）借入金額と返済負担（借入金額と返済回数によ

る毎回の返済額の簡単なシミュレーション）

（３）可処分所得と返済の許容度（特に、社会人１年

生の給与を例にして、税金や社会保険料負担を控除し

た後にどの程度が自ら処分可能な金額として手元に残

るか。そこから、自分の希望するようなレベルの生活

を維持するとした場合に、どの程度の金額の返済まで

が現実に可能なのかを、学生個人に試算させてみる

等）

（４）安定的な所得を得ることの重要性。もちろん、

将来の職業の選択に当たっては、自分のやりたいこと

をしっかりと見極めて、その方向に進むことは重要で

ある。しかし、既に奨学金等の貸与を受けている学生

は、それをいかに返済していくかという現実的な問題

解決についても、十分な配慮を行わなければならない

ことは明らかである。

（５）情報センターへの個人延滞情報が登録されるこ

との意味。もしこのような情報登録が行われた場合、

今後の生活にどのような影響が発生するのかを認識さ

せる。

（６）残念ながら、約定通りの債務返済ができなくな

りそうな場合に、誰に（どのような組織に）相談をす

べきか。在学生であれば、大学の学生課等が担当部署

になるであろうが、在学中に社会に出た後の相談窓口

を例示しておくことも大きな意味を持つものと思われ

る。

　もちろん、以上のような内容の金融教育を行うこと

の責任や負荷を、大学教員のみに求めることは現実的

ではない。キャリア教育を担当する教員が金融教育面

について十分な知識や経験を有しているとは限らな

い。そのような場合に、授業に当該プログラムを織り

込むことの困難さは、小・中学校等における指導にお

いても明らかになっている。だからこそ、国全体、業

界横断的な取組みによる、上記を踏まえた「大学生向

けの金融プログラム」の提供が切に求められている。

　

５．結び

　本稿では、近年特に重要性を増している金融教育全

般について概観及び問題点の整理・認識を行ったうえ

で、対象を大学生に対する金融教育に絞り、日本学生

支援機構（JASSO）の奨学金に関するデータを基にし

て、分析・考察を行った。

　先行研究の項でも触れたように、大学における金融

教育について論じた研究は他にも少なくないものの、

貸与奨学金のデータの具体的な分析を軸に、そこから

考えられる課題を大学におけるキャリア教育に結びつ

けて考察し、さらには課題解決のための方策までを論

じたものは、少なくとも筆者の知る限りではないと思

われる。この点に、本論文の貢献がある。

　大学でキャリア教育を受ける学生の、必ずしも全て

が奨学金の貸与を受けているわけではないので、奨学

金の返済というテーマを共通のテーマとして採り上げ

ることには議論はあろう。しかし、本文でも再三述べ

たように、将来のマネープランの策定や投資商品の選

定等に比べれば、奨学金の返済は学生が実感しやすい

現実的なテーマである。

　ただ同時に、現に大学で金融やキャリア教育に携わ

る者として、本稿で提起した課題解決に実際にどこま

で貢献できているかについては心許ない。日本のみな

らず、例えば米国においても、学生時代の奨学金の返

済は深刻な社会問題となっている。本稿では、奨学金

問題について、きわめて部分的な分析しかできなかっ

たが、さらに研究を深め、学生が社会に出るまでの不

十分な認識や意思決定によって、社会人生活のスター

トの時点からつまずき、将来の延滞というライフプラ

ンニングの大きな問題を抱えることのないような、課

題解決に向けての具体的な提案にまで結び付けていく

ことが、今後の課題である。

【 注 】

１） 金融経済教育研究会報告書、p.１、脚注

２） ただし前後の文脈から判断すると「預金から投資」の流

れを後押ししたい目的であるように読める。

３） 「２００５年を金融教育元年と位置づけ、「貯蓄から投資へ」

キャンペーンなどで大きな転機と盛り上がりをみせた

が、その議論のなかでエア・ポケットのように抜け落ち

ていたのが、大学生に対する金融教育であった」（山本

２０１２）、p.３７

４） ２００５年３月に金融庁に「金融経済教育懇談会」が設置さ

れ、同年６月に「金融経済教育に関する論点整理」がま

とめられた。この論点整理の中には、同年７月に新設さ

れた「金融サービス利用者相談室」の設置等が掲げられ

ている。（金融経済教育研究会報告書、p.３）

５） 金融ケイパビリティに係る政策の勧告を行うことを任務

とし、政府関係者、学識関係者、業界団体、NPO団体の

代表者等で構成されている。（金融経済教育研究会報告

書、p.７）、脚注

６） 金融経済教育研究会報告書、p.７

７） 「大学生に対しても、金融経済教育を体系的に行う必要

があり、例えば、大学の教養課程において、金融リテラ

シーを向上させる教育の実施を検討すべきではないかと

いった意見があった」（金融経済教育研究会報告書、pp.

１７）

８） 小倉（２０１３）

９） 山本（２０１２）

１０） 月刊『金融ジャーナル』２０１４年９月号、岡田正樹論文

１１） 例えば、このような学生の奨学金の申請時の事情がどの

ようなものであったのかがわかると興味深い。

１２） 対象は個人信用情報の取扱いに関する同意書の提出者で

あるが、現状、奨学金の貸与を受けるためには、この同

意書の提出が必要である。
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